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 医療費通知には、病気やけがをして医療機関で治療を受けたとき、窓口での自己負

担額以外に、医療費が総額でいくら支払われているのかなども記載されています。受

診履歴の確認や、ご自身の健康状態、医療費に対する意識を高める一助として役立て

ていただければと思います。 

 

 確定申告で医療費控除の適用を受けるためには、医療費の領収書等に基づいて作成

する「医療費控除の明細書」が必要となります。国保の医療費通知を領収書の代わり

に添付することで、必要事項の記載を一部簡略化することができます。申告の際には、

医療費控除の明細書の裏面に記載要領がありますので確認の上ご活用ください。 

なお、全道の被保険者分が一括で作成される関係上、医療費通知の再発行は出来ま

せんので、大切に保管くださいますようお願いします。 

また、医療機関の請求遅れや、内容について審査中のものなど、一部の受診記録が

記載されていない場合があります。これらについては領収書に基づいて申告する必要

がありますので、これまで同様、領収書は大切に保管くださいますようお願いします。 

 

比布町では年間３回に分けて国保加入者（国保世帯主）へ送付しております。送付

月と記載されている診療年月については下記のとおりです。 

送付月 診療年月  

１～２月 前年８～11月 ※１２月診療分については、翌年６月頃発送のため確

定申告に間に合いません。こちらについては領収書等

により申告する必要がありますのでご注意ください。 

６～７月 前年12～今年３月 

1０～1１月 

月 

 

今年４～７月 

 
 

・令和６年12月 2日以降、「国民健康保険証」は「資格確認書」へ変更になりました。

令和7年7月下旬に、マイナンバーカードの保険証利用登録状況に合わせて、資格確

認書または資格情報のお知らせをお送りしております。 

・マイナ保険証の利用登録の解除を希望される方は、役場国保窓口でご申請ください。 

 

～今回のテーマ：医療費通知について～ 

◎医療費控除申告にはどう使うの？ 

◎医療費通知はいつ届くの？ 



【 国保医療係からのお知らせ 】 

 

 糖尿病については、令和７年５月号のぴっぷのこくほで紹介しましたが、

今回は糖尿病の合併症について紹介します。 

糖尿病になり、血糖値が高い状態が長く続くと、全身の血管が傷み様々

な合併症が出てきます。合併症には大きく分けて「細い血管が傷ついて起

こる病気」と、「太い血管が傷ついて起こる病気」があります。 

 細い血管の病気には、手足のしびれや感覚が鈍くなるなどの症状の出る

「糖尿病性神経障害」、腎臓の働きが悪くなる「糖尿病性腎症」、目の中の

血管が傷ついて視力が落ちる「糖尿病性網膜症」などがあります。これら

は糖尿病の「３大合併症」といいます。 

 太い血管の病気には「脳卒中」や「心筋梗塞」など、 

命に関わる重大な症状が多くあります。また、糖尿病 

になると、肺炎や歯周病、皮膚炎、がん、認知症などの 

病気にかかりやすくもなります。 

 治療には、金銭的な負担だけでなく、時間的拘束や好きなものを好きな

だけ食べられない等、生活に大きな制限がかかってしまいます。 

自覚症状の少ない生活習慣病を予防するためには、 

「自分の健康状態を知る」ことが大切です。 

１年に１度は健康診査を受け、安心で健康的な生活 

を続けましょう。 

 

 

 



除雪

ボランティア

募集

活動費

令和７年１２月～令和８年３月

社会福祉法人

比布町社会福祉協議会

０１６６－８５－２９４３

募集要件

活動期間

活動内容 屋根の雪下ろし 出入口除雪

高校生以上

性別不問

雪下ろし 1時間 1,600円

出入口除雪 1時間 1,100円

申込は

電話または

QRコードから

空いた時間でちょこっとボランティア

社協負担で保険も加入

詳しくはお気軽にお問い合わせください








